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 じめにࡣ

 いじめࡣ深刻࡞人権侵害࡛あࡾ、いじめを受けた児童の教育を受けࡿ権利を著ࡋく侵害

ࡽ࡞のみࡿ影響をえ࡞成長及び人格の形成に長期に渡っ࡚重大࡞その心身の健全、ࡋ

 ࠋࡿもの࡛あࡿあࡀࢀそ࠾ࡿࡏ危険を生じさ࡞身体に重大ࡣその生命又、ࡎ

 近年のいじめに起因ࡿࡍ痛まࡋい事件࣭事案を受け、平成㸰㸳年９᭶にࠕいじめ防Ṇ対

策推進法ࠖࡀ施行さࢀたࡋࡋࠋ、情報技術等の急激࡞進展によࡾ、新た࡞いじめ問題ࡀ

次々に発生、報遈さࡾ࠾࡚ࡋ࡞ࡿࢀ、いじめࡣまࡍまࡍ複雑化࣭潜在化࡚ࡋき࡚いࡿ現

状にあࠋࡿ 

 このよう࡞状況を受け、子もに関わࡿ全࡚の人間㸦子も自身、教職員、保護者、地

域住民㸧ࡀ、いじめという行為やいじめ問題に取ࡾ組む基本的࡞姿勢につい࡚共通理解ࡋ、

組織的に問題解決に臨むことࡀ求め࡚ࢀࡽいࠋࡿ 

、目的のためࡿࡍ児童の尊厳を保持、ࡣ高千穂町立押方小学校いじめ防Ṇ基本方針ࠖࠕ

学校࣭地域住民࣭家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題の克服に向け࡚取ࡾ組む

よう、いじめ防Ṇ対策推進法、及び宮崎県並びに高千穂町のいじめ防Ṇ基本方針に基࡙き、

いじめの防Ṇ等のための対策を総合的つ効果的に推進ࡿࡍために定めࡿもの࡛あࠋࡿ 

目 次 
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第１ いじめの防止等のための対策の基本的࡞方向に関ࡍる事項 

１ いじめの定義 

児童等に対࡚ࡋ、当ヱ児童等ࡀ在籍ࡿࡍ学校に在籍࡚ࡋいࡿ等当ヱ児童等と一 

定の人的関係にあࡿ他の児童等ࡀ行う心理的又ࡣ物理的࡞影響をえࡿ行為㸦イン

ターネットを通じ࡚行わࡿࢀものを含むࠋ㸧࡛あっ࡚、当ヱ行為の対象と࡞った 

児童等ࡀ心身の苦痛を感じ࡚いࡿものをいうࠋ   ࠙いじめ防Ṇ対策推進法第㸰条  ࠚ

 (1) 個々の行為ࠕࡀいじめࠖに当たࡿ否のุ断ࡣ、表面的࣭形式的にࡿࡍこと࡞

く、いじめࢀࡽた児童の立場に立つことࡀ必要࡛あࠋࡿ 

     この際、いじめにࡣ、多様࡞態様ࡀあࡿことに鑑み、法の対象とࡿ࡞いじめにヱ

当ࡿࡍ否をุ断ࡿࡍに当たࠕ、ࡾ心身の苦痛を感じ࡚いࡿものࠖとの要件ࡀ限

定࡚ࡋ解釈さࡿࢀことの࡞いようດめࡿことࡀ必要࡛あࠋࡿ 

    例えࡤ、いじめ࡚ࢀࡽい࡚も、本人ࡀそࢀを否定ࡿࡍ場合ࡀ多々あࡿことを踏ま

え、当ヱ児童の表情や様子をきめ細く観察࡚ࡋ࡞ࡿࡍ確認ࡿࡍ必要ࡀあࠋࡿ 

      たࡋࡔ、このことࡣ、いじめࢀࡽた児童の主観を確認ࡿࡍ際に、行為の起こった

ときのいじめࢀࡽた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認ࡿࡍことを排除ࡿࡍも

の࡛࡞ࡣいࠋ 

 (2)  いじめの認知ࡣ、特定の教職員のみによࡿこと࡞く、学校に࠾けࡿいじめの防Ṇ

等の対策のための組織を活用࡚ࡋ行うࠋ   

のࣈ同じ学校࣭学級や児童クラ、ࡎ学校の内外を問わ、ࡣ一定の人的関係ࠖとࠕ  (3) 

児童、塾や習い事、スポーࢶ少年団等当ヱ児童ࡀ関わっ࡚いࡿ仲間や集団㸦ࢢルー

プ㸧࡞、当ヱ児童と何ࡽの人的関係を指ࠋࡍ 

たࢀ隠さ、ࡾたࢀࡽ金品をた、影響のほ࡞身体的、ࡣ影響ࠖと࡞物理的ࠕ  (4) 

け合ࡊやふࢇけࠋࡿࡍを意味࡞ことࡿࡍࡾたࢀࡽࡏことを無理矢理さ࡞嫌、ࡾ

い࡛あっ࡚も、見え࡞い所࡛被害ࡀ発生࡚ࡋいࡿ場合もあࡿため、背景にあࡿ事情

の調査を行い、児童の感じࡿ被害性に着目ࡋ、いじめにヱ当ࡿࡍ否をุ断ࡿࡍ

ものとࠋࡿࡍ 

そのことを知ࡀ当ヱ児童、ࡾ࠾ࡀた児童ࢀインターネット上࡛ᝏ口を書、࠾࡞     

にࡿ心身の苦痛を感じࡀ児童本人ࡿ࡞行為の対象と、࡞場合࡞ようࡿにいࡎࡽ

⮳っ࡚い࡞いケースについ࡚も、加害行為を行った児童に対ࡿࡍ指導等につい࡚ࡣ

法の趣斏を踏まえた適ษ࡞対応ࡀ必要࡛あࠋࡿ 

(5)  いじめࢀࡽた児童の立場に立っ࡚、いじめに当たࡿとุ断ࡋた場合にも、その全

ࡀ行った行為ࡽ好意、ࡤ例えࠋい࡞ࡽ限ࡣとࡿ場合࡛あࡿࡍい指導を要ࡋ厳ࡀ࡚

意図ࡎࡏに相手側の児童に心身の苦痛を感じさࡋ࡚ࡏまったよう࡞場合、軽い言葉

࡛相手を傷つけたࡄࡍ、ࡀに加害者ࡀ謝罪ࡋ教員の指導によ࡚ࡋࡎࡽ良好࡞関係を

再び築くこと࡛ࡀきた場合等に࠾い࡚ࡣ、学校ࠕ、ࡣいじめࠖという言葉を使わࡎ

指導࡞ࡿࡍ、柔軟࡞対応によࡿ対処も可能࡛あࠋࡿたࡋࡔ、こࡽࢀの場合࡛あっ

࡚も、法ࡀ定義ࡿࡍいじめにヱ当ࡿࡍため、事案をいじめの防Ṇ等の対策のための

組織へ情報共有ࡿࡍことࡣ必要とࠋࡿ࡞ 

(6)  具体的࡞いじめの態様ࡣ、以下のよう࡞ものࡀあࠋࡿ 

  ○ 冷やࡋやࡽい、ᝏ口や脅ࡋ文句、嫌࡞ことを言わࡿࢀ 

    ○ 仲間ࢀࡎࡣや集団によࡿ無視をさࡿࢀ 
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    ○ 軽くぶつࢀࡽたࡾ、遊ぶふࡾを࡚ࡋ叩ࢀたࡾ、蹴ࢀࡽたࡿࡍࡾ 

    ○ ひくぶつࢀࡽたࡾ、叩ࢀたࡾ、蹴ࢀࡽたࡿࡍࡾ 

    ○ 金品をたࡿࢀࡽ 

    ○ 金品を隠さࢀたࡾ、盗まࢀたࡾ、壊さࢀたࡾ、捨࡚ࢀࡽたࡿࡍࡾ 

   ○ 嫌࡞ことや恥ࡋࡎいこと、危険࡞ことをさࢀたࡾ、さࢀࡽࡏたࡿࡍࡾ 

    ○ パソコンや携ᖏ電話等を使っ࡚、誹謗中傷や嫌࡞ことをさࡿࢀ 等 

 (7)  こࡽࢀのࠕいじめࠖの中にࡣ、犯罪行為と࡚ࡋ取ࡾ扱わࡿࢀきと認めࢀࡽ、早

期に警察に相談ࡿࡍことࡀ重要࡞ものや、児童の生命、身体又ࡣ財産に重大࡞被害

 ࠋࡿࢀ含まࡀもの࡞必要ࡀことࡿࡍ直ちに警察に通報、࡞ようࡿ生じࡀ

    こࡽࢀについ࡚ࡣ、教育的࡞配慮や被害者の意向への配慮のもと࡛、早期に警察

に相談࣭通報のうえ、警察と連携ࡋた対応を取ࡿことࡀ必要࡛あࠋࡿ 

 

２ いじめの理解 

 (1) いじめ、ࡣの子もにも、の学校࡛も、起こࡾうࡿもの࡛あࠋࡿとࡾわけ、

嫌ࡏࡽࡀやいじわࡿ等の㺀暴力を伴わ࡞いいじめ㺁ࡣ、多くの児童ࡀ入ࢀ替わࡀ࡞ࡾ

ࡾいいじめ㺁࡛あっ࡚も、何度も繰࡞また、㺀暴力を伴わࠋࡿࡍ被害も加害も経験ࡽ

返さࢀたࡾ多くの者ࡽ集中的に行わࢀたࡿࡍࡾこと࡛、 㺀暴力を伴ういじめ㺁と

ともに、生命又ࡣ身体に重大࡞危険を生じさࡏうࠋࡿ 

 (2) 国立教育政策研究所によࡿいじめ追跡調査の結果によࡤࢀ、暴力を伴わ࡞いいじ

め㸦仲間࣭ࢀࡎࡣ無視࣭陰口㸧につい࡚、小学校㸲年生ࡽ中学校㸱年生ま࡛の㸴

年間࡛、被害経験を全くもた࡞った児童生徒ࡣ㸯割程度、加害経験を全くもた࡞

被害や加害を経験ࡾ替わࢀ入ࡀ多くの児童生徒、ࡾった児童生徒も㸯割程度࡛あ

 ࠋࡿい࡚ࡋ

  (3) いじめの加害࣭被害という者関係ࡔけ࡛࡞く、学級や学校外等の所属集団の構

造上の問題㸦例えࡤ無秩序性や閉塞性㸧、ࠕ観衆ࠖとࡣ࡚ࡋやࡋ立࡚たࡾ面白ࡀっ

たࡿࡍࡾ存在や、周辺࡛暗黙の了解をえ࡚いࠕࡿ傍観者ࠖの存在にも注意を払

い、集団全体にいじめを許容࡞ࡋい雰囲気ࡀ形成さࡿࢀようにࡿࡍことࡀ必要࡛あ

 ࠋࡿ

 

３ いじめの防止等に関ࡍる基本的考え方 

 児童一人一人、ࡣけࡀえの࡞い存在࡛あࡾ、学校ࡣ、その一人一人の育ちを保㞀

いじめの防Ṇ等の取、ࡋとの認識に立ち、地域、家庭、関係機関と連携ࡿ場࡛あࡿࡍ

組を行うࠋ 

 (1) いじめの防Ṇ 

   ○ いじめ、ࡣの子もにも、の学校࡛も起こࡾうࡿことを踏まえ、よࡾ根本 

的࡞いじめの問題克服のためにࡣ、全࡚の児童を対象とࡋたいじめの未然防Ṇの

観点ࡀ重要࡛あࡾ、全࡚の児童を、いじめに向わࡿࡏこと࡞く、心の通う対人

関係を構築࡛きࡿ社会性のあࡿ大人へと育み、いじめを生ま࡞い土壌をつくࡿた

めに、関係者ࡀ一体と࡞った⥅⥆的࡞取組を行うࠋ 

   ○ 学校の教育活動全体を通じ、全࡚の児童にࠕいじめࡣ決࡚ࡋ許さ࡞ࢀいࠖこと

の理解を発達の段階に応じ࡚ಁࡋ、児童の豊࡞情操や遈徳心、自分の存在と他

人の存在を等ࡋく認め、࠾互いの人格を尊重ࡋ合えࡿ態度࡞、心の通う人間関 
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係を構築ࡿࡍ能力の素地を養うようにࠋࡿࡍ 

 ○ いじめの背景にあࡿストࣞス等の要因に着目ࡋ、その改善を図ࡾ、ストࣞスに適 

ษに対処࡛きࡿ力を育む観点に立った指導を行うࠋ 

 ○ 未然防Ṇの観点ࡽ、全࡚の児童ࡀᏳ心࡛き、自己有用感や自己肯定感を味わう 

こと࡛ࡀきࡿ学校生活࡙くࡾを重視ࠋࡿࡍ 

  ○ いじめの問題への取組の重要性につい࡚、地区住民全体に認識を広め、地域、家 

庭と一体と࡞っ࡚取組を推進ࡿࡍためのᬑ及啓発にດめࠋࡿ 

 

(2) いじめの早期発見 

○ いじめの早期発見ࡣ、いじめへの迅速࡞対処の前提࡛あࡾ、全࡚の大人ࡀ連携 

 ࠋࡿ必要࡛あࡀことࡿ変化に気付く力を高め࡞児童のささい、ࡋ

 ○ いじめࡣ大人の目に付きにくい時間や場所࡛行わࢀたࡾ、遊びやふࡊけあいを 

装っ࡚行わࢀた࡞ࡿࡍࡾ、大人ࡀ気付きにくくุ断ࡋにくい形࡛行わࡿࢀこと 

を認識ࡋ、ささい࡞候࡛あっ࡚も、いじめ࡛࡞ࡣいとの疑いをもっ࡚、早い 

段階ࡽ的確に関わࡾをもち、いじめを隠ࡋたࡾ軽視ࡋたࡿࡍࡾこと࡞く積極的 

にいじめを認知ࡿࡍようにࠋࡿࡍ 

  ○ 特に、保護者ࡣ、児童にいじめの候ࡀ見࡞ࢀࡽい、日頃ࡽ留意ࡿࡍととも 

に、その状況の把握にດめࠋࡿ 

   ○ いじめの早期発見のため、定期的࡞アンケート調査や教育相談の実施、学校の相 

談窓口や電話相談窓口の周知等によࡾ、児童ࡀいじめを訴えやࡍい体制を整えࡿ 

とともに、地域、家庭と連携࡚ࡋ児童を見守ࠋࡿ 

  

(3) いじめへの対処 

  ○ いじめࡀあࡿことࡀ確認さࢀた場合、学校ࡣ直ちに、いじめを受けた児童やいじ 

めを知࡚ࡏࡽきた児童のᏳ全を確保ࡋ、いじめたとさࡿࢀ児童に対࡚ࡋ事情を確 

認ࡋた上࡛適ษに指導ࡿࡍ等、組織的࡞対応を行うࠋまた、家庭や町教育委員会 

への連絡࣭相談や、事案に応じ࡚関係機関との連携を図ࠋࡿ 

   ○ 教職員ࡣ平素よࡾ、いじめを把握ࡋた場合の対処の在ࡾ方につい࡚、理解を深め、 

   また、学校に࠾けࡿ組織的࡞対応を可能とࡿࡍよう࡞体制整備を行うࠋ 

 

(4) 地域や家庭との連携 

  ○ 社会全体࡛児童を見守ࡾ、健や࡞成長をಁࡍため、学校関係者と地域、家庭と 

の連携ࡀ必要࡛あࠋࡿＰＴＡや学校評議員等と学校関係者ࡀ、いじめの問題につ 

い࡚協議ࡿࡍ機会を設け、いじめの問題につい࡚地域、家庭と連携ࡋた対策を推 

進ࠋࡿࡍ 

   ○ よࡾ多くの大人ࡀ児童のᝎみや相談を受けṆめࡿこと࡛ࡀきࡿようにࡿࡍため、 

学校と家庭、地域ࡀ組織的に連携࣭協働ࡿࡍ体制を構築ࠋࡿࡍ 

 

(5) 関係機関との連携 

  ○ いじめの問題への対応に࠾い࡚ࡣ、学校に࠾い࡚、いじめࡿ児童に対࡚ࡋ必要࡞ 

教育上の指導を行っ࡚いࡿにもわࡎࡽ、その指導によࡾ十分࡞効果を上ࡿࡆ 

ことࡀ困難࡞場合࡞にࡣ、関係機関㸦警察、児童相談所、医療機関、法務局  
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等㸧との適ษ࡞連携ࡀ必要࡛あࡾ、平素ࡽ、学校と関係機関の適ษ࡞連携を図 

      ࠋࡿ必要࡛あࡀくこと࠾࡚ࡋ情報共有体制を構築ࡿ

○ 教育相談の実施に当たࡾ、必要に応じ࡚医療機関࡞の専門機関との連携を 

図ったࡾ、法務局࡞、学校以外の相談窓口につい࡚も児童へ適ษに周知ࡋたࡾ  

 ࠋࡿことも重要࡛あࡿࡍ取組と連携ࡿ関係機関によ、࡞ࡿࡍ

 

第２ いじめの防止等のための対策に関ࡍる事項 

１ いじめの防止等の対策のための組織 

  いじめの防Ṇ等を実効的に行うため、校内࡛ࠕࡣいじめ࣭不Ⓩ校対策委員会ࠖを設 

置ࠋࡿࡍ本校࡛ࡣ、既存のࠕフラワー委員会ࠖをもっ࡚࡚ࠋࡿ 

  また、保護者や地域に࠾い࡚も既存の会等の活用を図ࡾ、家庭や地域との連携を強

化ࡋ、いじめ防Ṇの取組を推進ࠋࡿࡍ 

(1)  校内に࠾けࡿ組織ࠕフラワ࣮委員会ࠖ 

ࠝ構成員ࠞ 校長࣭教頭࣭生徒指導主事࣭学級担任࣭養護教諭 

特ู支援教育支援員    

 ձ  毎᭶実施ࡋ、教職員一人一人のࠕ小さ࡞気付きࠖを共有化࡚ࡋいくࠋ気にࡿ࡞ 

児童につい࡚ࡣ、᭶をまたい࡛⥅⥆࡚ࡋ話題にࡋたࡾ、当ヱ学級担任の学級࡙く 

 ࠋ組むࡾ問題解決に取࡚ࡋ組織と、࡚ࡋࡾたࡋについ࡚も話題にࡾ

    ղ いじめ防Ṇに係ࡿ取組を実効的に行うために、以下の取組を行うࠋ 

      ア 学校いじめ防Ṇ基本方針の作成࣭見直ࡋ㸦定期的に㸧 

    イ 年間指導計画の作成 

    ウ 校内研修会の企画立案࣭実施 

 実施࡞意識࣭実態調査の定期的 ࢚   

 事案発生時のアンケート調査の実施 ࢜   

   カ 調査結果࣭報告等の情報の整理࣭分析、共通理解 

   キ いじめࡀ疑わࡿࢀ案件の事実確認࣭対応方針の決定 

  ճ いじめ防Ṇ等のための職務ูポイント＜資料１＞ 

    いじめへの対応ࡣ、校長を中心に一⮴協力ࡋた体制࡛行う必要ࡀあࠋࡿ教職員の 

職務ูの役割を明確にࡋ、そࢀࡒࢀの具体的࡞措置に基࡙い࡚、ࠕ組織࡛ࠖ情報共

有ࡋ、組織的࡞対応࡛取ࡾ組むࠋ 

 

(2) 保護者や地域との連携    

   ձ 保護者との連携  

      ○ ＰＴＡ総会や学校便ࡾ等を活用࡚ࡋ全保護者への情報提供や啓発を行うࠋま 

た、全体への情報提供や報告、周知࣭説明ࡀ必要࡞場合ࡣ、全校懇談会を臨時 

に実施ࠋࡿࡍ 

○  必要に応じ࡚、ＰＴＡ企画委員会に報告ࡋ、対応策を協議ࠋࡿࡍ 

    ղ 地域との連携 

    ○ 必要に応じ࡚、学校運営協議会㸦構成員࣭࣭࣭校区内㸯㸮地区公民館長、民 

生委員࣭児童委員代表、老人会会長含む㸧に報告ࡋ、対応策を協議ࠋࡿࡍ 

   ○ 各地区の民生委員児童委員や主任児童委員と常時情報交換࡛きࡿ体制  
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を取ࡾ、情報収集にດめࠋࡿ 

   ճ 相談窓口の設置及び周知 

       ○  校長、教頭、教務主任、養護教諭、ＰＴＡ副会長㸦男女各㸯名㸧 

         ※ 体罰࣭パワハラ࣭セクハラ相談員を兼務ࠋࡿࡍ 

○ 相談窓口につい࡚ࡣ、児童のみࡎࡽ࡞、保護者や地域にも周知を図ࠋࡿ  

 

２ いじめの防止等に関ࡍる措置 

 ＜ラムࠖの策定＜資料２ࢢ学校いじめ防Ṇプロࠕ (1)

    いじめに向わ࡞い態度࣭能力の育成等のいじめࡀ起きにくい࣭いじめを許さ࡞ 

い環境࡙くࡾのために、年間の学校教育活動全体に࠾けࡿ指導内容等のプロࢢラム 

を策定ࡋ、取組ࡀ体系的࣭計画的に行わࡿࢀようにࠋࡿࡍ 

     

(2) いじめの未然防Ṇのための取組 

ձ 児童ࡀ主体と࡞った活動 

     望まࡋい人間関係࡙くࡾのために、年間を通じ࡚児童ࡀ主体と࡞っ࡚行う活動 

の機会を設けࠋࡿ 

      ア 児童会活動㸦代表委員会㸧によࡿ話合い活動の実 

   イ 異学年࡛の縦割ࡾ清掃活動 

   ウ 異学年࡛の交流会の実施 

 いじめ࣭人権標語ࠖの募集ࠕ、あいさつ運動ࠖࠕࡿ児童会活動によ ࢚   

  ղ 教職員ࡀ主体と࡞った取組 

  児童の規範意識、所属感を相互に高め、自己有用感を育む授業や学級࡙くࡾを 

実践ࠋࡿࡍ 

また、日常的に児童ࡀ教職員に相談ࡋやࡍい環境࡙くࡾにດめࡿとともに、定 

期的࡞教育相談の時間を設け、児童に寄ࡾ添った相談体制࡙くࡾをࠋࡿࡍ 

ア 生徒指導の機能を生ࡋた授業࡙くࡾ＜資料３＞ 

○ 児童一人一人に分࡛࣭ࡿきࡿ喜びを味わわࠋࡿࡏ 

 ○ 学習訓練を徹底ࡋ、規範意識を高めࠋࡿ 

  ○  自己決定の場を設定ࠋࡿࡍ 

○  意見交流の場を設定ࡋ、互いの考えを認め合うこと࡛共感的࡞人間関係 

の醸成を図ࠋࡿ 

   イ 生徒指導の機能を生ࡋた学級࡙くࡾ＜資料㸲＞ 

     ○ 自己目標を時期に応じ࡚決めさࡏ、達成ࡿࡍために日々ດ力さࡿࡏこと  

࡛、耐性や頑張ࡿことの大ษさを体感さࠋࡿࡏ 

     ○ 学級目標㸦ルール㸧を自分たち࡛決めさࡏ、皆࡛協力࡚ࡋ行事等に取ࡾ組 

む環境をつくࡿこと࡛、学級･学校へのᖐ属意識や自己有用感を高めࠋࡿ 

      ウ 教育相談の実      

        ○ 朝の学級の時間を活用ࡋた教育相談の設定㸦毎᭶㸧 

     ○ 心の࢜アシスと࡚ࡋの保健室の積極的活用 

    ○ 相談窓口の周知    

 教育を意図的࣭計画的に実ࡿࡍ人権教育、遈徳教育、情報ࣔラル教育、性に関 ࢚    

施ࠋࡿࡍ 
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 職員研修の実 ࢜ 

          いじめの問題につい࡚、全࡚の教職員࡛共通理解を図ࡿとともに、教職員一人 

一人の指導力やいじめの発見࣭認知能力を高めࡿ研修、具体的࡞事例研修等、ス 

キルや指導方法を身に付けࡿ研修を計画的に実施ࠋࡿࡍ 

        ○ 教育相談 

      ○ ソーシャルスキルトࣞーニンࢢ 

      ○ 人権教育 等 

   ճ 家庭や地域との連携 

      ア ＰＴＡ総会や学校運営協議会࡛の方針説明 

      イ  学校参観日に࠾けࡿいじめ問題をテー࣐とࡋた授業や懇談の実施 

      ウ 保護者や地域住民を対象とࡋた研修会の実施 

 た取組の報告ࡋを活用ࢪー࣌ーム࣍やࡾ学校便 ࢚      

 学校評価の活用 ࢜      

 

 (3) 早期発見及び早期対応のための取組 

    ձ 児童ࡀ発ࡿࡍ具体的࡞サインの共有＜資料５・６＞ 

        いじめࢀࡽた児童、いじめた児童ࡀ発ࡿࡍ僅࡞候㸦サイン㸧を教職員、保護 

者、地域住民࡛共有ࡿࡍと共に、その気付きを情報と࡚ࡋ共有ࡿࡍ連絡体制をつく 

   ࠋࡿ

ղ 定期的࡞アンケート調査の実施 

   いじめの事実࡞ࡀいうについ࡚、全࡚の児童を対象に定期的࡞アンケート

を実施ࠋࡿࡍ 

   アンケート実施に当たっ࡚ࠕ、ࡣいじめを࡞く࣭ࡍやめさࡿࡏもの࡛あࠖࡿとい

う意義や目的を十分理解さࡏた上࡛、正直に回答ࡿࡍよう指導ࠋࡿࡍ   

   ア 本校独自の調査࡞ࠕやみࡈとアンケートࠖ㸦毎᭶㸧＜資料㸵＞ 

      イ 国や県教育委員会作成の調査㸦㸯㸯᭶頃㸧＜資料㸶＞ 

ճ 定期的࡞教育相談の実施 

    アンケートの結果をもとに、個ูに教育相談を実施ࠋࡿࡍその際に、チェックࣜ 

ストを活用࡚ࡋ児童の言動につい࡚もチェック࠾࡚ࡋくࠋ＜資料㸷＞    

  մ 情報の共有化 

 各教職員、い࡚、アンケートや教育相談の結果のほ࠾フラワー委員会ࠖにࠕ    

  ࠋࡿ教職員間࡛情報の共有化を図、ࡋ情報等を収集ࡿࡀ࡞もち得たいじめにつࡀ

      ア 情報の共有 

    イ 進級、進学時の情報の確実࡞引⥅ࡂ 

    ウ 過去のいじめ事案の蓄積 

  ࠝ話合いの手㡰ࠞ    

㸯 当ヱ児童に係ࡿ気付きを、教師一人一人ࡀ明文化ࠋࡿࡍ  

㸰 必要に応じ࡚、他の児童等ࡽの情報を付け加えࠋࡿ 

㸱 㸯、㸰をもとに࡚ࡋ話合いを行うࠋ 

  ※ 最初ࡽ話合いを行うと、ࠕ声の大きい職員㸦影響力のあࡿ職 

員㸧ࠖの意見に左右さࡋ࡚ࢀまうࠋ  ࠙大津市立中学校の教訓ࠚ 
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յ 職員研修の実 

     ア いじめの候を見抜く目の育成 

     イ 教育相談に࠾い࡚、子もの本音を引き出ࡍ方策 

     ウ 初期段階に࠾い࡚解決を図ࡿ手㡰 等 

 

(4) いじめに対ࡿࡍ措置＜資料１㸮＞ࠕアクションプランࠖ 

ձ 発見、通報を受けた時の対応 

   ○ いじめを発見ࡋた教職員ࡣ、その時、その場࡛、いじめの行為をࡄࡍにṆめさ 

 ࠋࡿࡏ

   ○ いじめ࡚ࢀࡽいࡿ児童や通報ࡋた児童の身のᏳ全の確保を最優先とࠋࡿࡍ 

   ○ いじめの事実につい࡚、担任、生徒指導主事及び管理職等に速やに通報ࠋࡿࡍ 

   ղ 情報の共有 

     ○  いじめの情報を受けたࠕࡽフラワー委員会ࠖを開催ࡋ、情報の共有化を図ࠋࡿ 

   ճ 事実関係に係ࡿ調査 

   ○ 速やにࠕフラワー委員会࡛ࠖ調査の方針につい࡚決定ࠋࡿࡍいじめの対応に

つい࡚ࠕ、ࡣいじめ対応メࣔࠖによࡾ、生徒指導主事ࡀまとめࠋࡿ＜資料１１＞ 

   ○ 児童への聞き取ࡾにあたっ࡚ࡣ、児童ࡀ話をࡋやࡍいよう担当ࡿࡍ教職員を選 

任ࠋࡿࡍ 

   ○ 必要࡞場合にࡣ、児童へのアンケート調査を行うࠋ調査よࡾ得ࢀࡽた結果につ 

い࡚ࡣ、いじめࢀࡽた児童、またࡣその保護者に提供ࡿࡍ場合ࡀあࡿことを予め

念頭に置き、調査に先立ち、その斏を調査対象とࡿ࡞児童やその保護者に説明ࡍ

  ࠋࡿࡍことに留意ࡿ必要࡛あࡀ等の措置ࡿ

  մ  解決に向けた指導及び支援 

   ○ 専門的࡞支援ࡀ࡞必要࡞場合にࡣ、町教育委員会及び警察署等の関係機関と 

連携࡚ࡋ指導を行うࠋ 

   ○ いじめの解決を第一に考え、保護者及びその他の関係者との適時࣭適ษ࡞情報 

の共有を図ࠋࡿ 

   ○ 事実関係ࡀ把握࡛きた時点࡛ࠕフラワー委員会ࠖに࠾い࡚、指導及び支援の方 

針を決定ࠋࡿࡍ 

   ○ 指導及び支援方針の変更等ࡀ必要࡞場合ࡣ、㝶時ࠕフラワー委員会࡛ࠖ決定ࡍ 

 ࠋࡿ

   ○ いじめࢀࡽた児童及びいじめた児童、またそࡽࢀの保護者、傍観者や観衆㸦集 

団㸧に対ࡿࡍ支援࣭指導に当たっ࡚ࡣ、留意࡚ࡋ対処ࠋࡿࡍ＜資料１２＞ 

   յ 関係機関等との連携 

   ○ 校長ࡣ、いじめと認識ࡋた場合にࡣ、町教育委員会への報告を速やに行うࠋ 

   ○ いじめࢀࡽた児童ࡀᏳ心࡚ࡋ学習その他の活動に取ࡾ組むこと࡛ࡀきࡿよう、 

いじめた児童の保護者に対࡚ࡋ出席停Ṇ制度の活用を図࡞ࡿ、状況に応じ࡚町 

教育委員会と連携࡚ࡋ対応ࠋࡿࡍ 

   ○ 生命や身体財産への被害࡞いじめࡀ犯罪行為࡛あࡿと認めࡿࢀࡽ場合にࡣ、 

警察署へ通報ࡋ、警察署と連携࡚ࡋ対応ࠋࡿࡍ 

ն ⥅⥆指導࣭経過観察 

   ○ 全教職員࡛見届けや見守ࡾを行い、いじめの再発防Ṇにດめࠋࡿ 
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(5) ネットいじめへの対応 

   ձ ネットいじめとࡣ     

文Ꮠや画像を使い、特定の子もの誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に

送信ࡿࡍ、特定の子もにࡍࡾ࡞まࡋ社会的信用を貶めࡿ行為をࡿࡍ、掲示板

等に特定の子もの個人情報を掲載ࡿࡍ等を言い、犯罪行為࡛あࠋࡿ 

   ղ 予防の取組 

     ア 年間指導計画に基࡙き、各学年の発達段階に合わ࡚ࡏ情報ࣔラル教育を行うࠋ 

     イ 保護者や高学年児童を対象にࡋた講習会を年㸯回程度実施ࡋ、情報機器㸦携ᖏ 

電話やス࣐ートフ࢛ン、パソコン等)の使用方法やフルタࣜンࢢの方等につい 

࡚学ぶ機会をつくࠋࡿその上࡛、各家庭の実態に合わࡏたルール࡙くࡾを勧めࠋࡿ 

   ウ インターネット利用に関ࡿࡍ職員研修を実施ࠋࡿࡍ 

  ճ ネットいじめへの対処 

     ア 被害者ࡽの訴えや閲覧者ࡽの情報等によࡾ、把握にດめࠋࡿ 

     イ 不当࡞書き込みの発見や通報ࡀあった場合ࡣ、以下のよう࡞対処を行うࠋ 

       ○ 状況確認と記録 

       ○ いじめへの対応㸦ࠕアクションプランࠖに沿っ࡚㸧 

       ○ 町教育委員会への相談 

       ○ 管理者への連絡、削除依頼 

       ○ 警察への相談㸦必要に応じ࡚㸧 

 

(6) その他の留意事項 

  ձ 組織的࡞指導体制 

    いじめを認知ࡋた場合ࡣ、教職員ࡀ一人࡛抱え込まࡎ、学校全体࡛組織的に対応

指導方針を立࡚、組、ࡋ緊急対策会議を開催ࡿフラワー委員会ࠖによࠕ、ためࡿࡍ

織的に取ࡾ組むࠋ 

  ղ Ｐ㹂㹁Ａサイクルを踏まえた年間行動計画＜資料１３＞ 

    よࡾ実効性の高い取組を実施ࡿࡍため、学校基本方針ࡀ、学校の実情に即࡚ࡋ適

ษに機能࡚ࡋいࡿをＰ㹂㹁Ａサイクルを踏まえた年間行動計画に基࡙き点検ࡋ、必

要に応じ࡚見直ࠋࡍ 

  ճ 校務の効率化の推進 

    教職員ࡀ児童と向き合い、相談ࡋやࡍい環境を作࡞ࡿ、いじめの防Ṇ等に適ษ

に取ࡾ組࡛ࢇいくこと࡛ࡀきࡿようにࡿࡍため、一部の教職員に過重࡞㈇担ࡀ

 ࠋࡿࡍ校務の効率化を推進、࡞ࡿいように組織的体制を整え࡞ࡽ

  մ 関係機関との連携 

    いじめࡣ学校ࡔけ࡛の解決ࡀ困難࡞場合ࡀあࡿため、情報交換ࡔけ࡛࡞く、関係

機関と一体と࡞った対応を図っ࡚いくࠋ 

   ア 町教育委員会との連携 

    ○ 関係児童への支援࣭指導、保護者への対応方法 

    ○ 関係機関との調整 

   イ 警察との連携 

     ○ 心身や財産に重大࡞被害ࡀ疑わࡿࢀ場合 

     ○ 犯罪等の遊法行為ࡀあࡿ場合 
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 ウ 福祉関係との連携 

     ○ スクールソーシャルワーカーの活用㸦町教育委員会への依頼㸧 

     ○ 家庭の養育に関ࡿࡍ指導࣭ຓ言 

     ○ 家庭࡛の児童の生活、環境の状況把握 

 医療機関との連携 ࢚    

     ○ 精神保健に関ࡿࡍ相談 

     ○ 精神症状につい࡚の治療、指導࣭ຓ言  

 

３ 重大事態への対処 

(1) 重大事態とࡣ  

㸯 いじめによࡾ児童の生命、心身又ࡣ財産に重大࡞被害ࡀ生じた疑いࡀあࡿ

と認めࡿとき 

 ○ 児童ࡀ自殺を企図ࡋた場合 

 ○ 身体に重大࡞傷害を㈇った場合 

 ○ 金品等に重大࡞被害を被った場合 

 ○ 精神性の疾患を発症ࡋた場合 等 

㸰 いじめによࡾ児童ࡀ相当の期間学校を欠席ࡿࡍことを余儀࡞くさ࡚ࢀいࡿ

疑いࡀあࡿと認めࡿとき 

 ○ 不Ⓩ校の定義を踏まえ、年間㸱㸮日の欠席を目Ᏻとࠋࡿࡍ 

 ○ 児童ࡀ一定期間、連⥆࡚ࡋ欠席࡚ࡋいࡿよう࡞場合にࡣ、上記目Ᏻに

 ࠋࡿࡍ迅速に調査に着手、ࡾ学校のุ断によࡣ町教育委員会また、ࡎࡽわ

 

(2) 重大事態への対応 

     学校ࡣ、いじめの重大事案につい࡚、事実関係等その他の必要࡞情報を提供ࡿࡍ責

任を有ࡿࡍことを踏まえ、調査によࡾ明ࡽに࡞った事実関係につい࡚、個人情報の

保護に配慮ࡋつつ、適時࣭適ษ࡞方法࡛説明を行うࠋ 

  ○ 重大事態と࡚ࡋ認識ࡋた場合ࡣ、校長ࡀ直ちに町教育委員会に報告ࠋࡿࡍ 

  ○ 町教育委員会ࡀ設置ࡿࡍ組織に全面的に協力ࠋࡿࡍ求めに応じ、資料等を提出ࡍ

 ࠋࡿ

    

第３ その他いじめの防止等のための対策に関ࡍる重要事項 

１ 学校基本方針の点検と必要に応じた見直ࡋ 

(1) 学校基本方針の策定ࡽ㸱年を目途と࡚ࡋ、国や県の動向等を຺案࡚ࡋ、基本方 

針の見直ࡋを検討ࡋ、必要ࡀあࡿと認めࡿときࡣ、その結果に基࡙い࡚必要࡞措置

を講じࠋࡿ 

     また、学校基本方針につい࡚ࡣ、現状や課題等に応じ࡚、ᬑ段ࡽ定期的࡞改善

や見直ࡋにດめࠋࡿ 

(2) 学校基本方針につい࡚ࡣ、学校࣍ーム࣌ーࢪ上࡛公表ࠋࡿࡍ 



 

࠙資 料ࠚ 
  

１ 学校におけるいじめの防止等のための職務別ポイント 

 ２ 高千穂町立押方小学校いじめ防止プロࢢラム  

 ３ 生徒指導の機能を生ࡋた授業࡙くࡾ 

 㸲 生徒指導の機能を生ࡋた学級࡙くࡾ 

 ５ いじめらࢀた児童・いじめた児童に見らࢀるサイン 

 ６ 教室や家庭࡛のいじめのサイン 

 㸵 ࡞やみごとアン࣮ࢣト 

 㸶 いじめについ࡚のアン࣮ࢣト＜１～２年生用、３～６年生用＞ 

 㸷 教育相談チェックࣜスト 

１㸮 いじめに対ࡍる措置㸦緊急時の組織的対応ࠕアクションプラン 㸧ࠖ 

１１ いじめ対応࣓ࣔ 

１２ いじめらࢀた児童、いじめた児童、そࢀらの保護者及び他の児童への支援 

１３ いじめ防止に係る年間行動計画 

 

 



＜資料１＞ 

 

学校におけるいじめの防止等のための職務別ポイント 
 

○ いじめへの対応ࡣ、校長を中心に一致協力ࡋた体制࡛臨ࠋࡴ 

○ いじめに関ࡍる情報ࡣ、特定の教職員が抱え込ࡴの࡛࡞ࡣく、ࠕ組織࡛ࠖ情報 

共有ࡋ組織的に対応ࡍるࠋ 

○ いじめに係る情報が教職員に寄せらࢀた時ࡣ、教職員ࡣ、他の業務に優先ࡋ 

 学校の組、ࡋフラワ࣮委員会࡛ࠖ報告ࠕにつ、即日、当該情報を速や、࡚

織的࡞対応につࡆ࡞るࠋ 

 

１ いじめの防止のための措置 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

学級担任 ○ 日常的にいじめの問題につい࡚触ࠕ、ࢀいじめࡣ人間と࡚ࡋ絶対

に許さ࡞ࢀいࠖとの雰囲気を学級全体に醸成ࠋࡿࡍ 

行為もいじめを肯定ࡿࡍࡾたࡋをࡾふࡠ見࡚見ࡾた࡚たࡋやࡣ ○

仲ࡿࡍいじめを抑制ࡽいじめの傍観者、ࡏことを理解さࡿい࡚ࡋ

裁者への転換をಁࠋࡍ 

○ 生徒指導の機能を生ࡋた学級࡙くࡾや、一人一人を大ษにࡋた

分ࡾやࡍい授業࡙くࡾを進めࠋࡿ 

○ 教職員の不適ษ࡞認識や言動ࡀ、児童を傷付けたࡾ、他の児童に

よࡿいじめをຓ長ࡋたࡿࡍࡾことの࡞いよう、指導の在ࡾ方にࡣ細

心の注意を払うࠋ 

○ 学校の教育活動全体を通じた遈徳教育࣭人権教育࣭命の教育の

実、読書活動࣭体験活動の推進等に計画的に取ࡾ組むࠋ 

養護教諭 ○ ࠕ性に関ࡿࡍ教育 教育ࡿࡍに関ࢇࡀࠕࠖ、 、ࠖ学校保健委員会等の学

校の教育活動の様々࡞場面࡛命の大ษさを取ࡾ上ࠋࡿࡆ 

生徒指導 

主事 

○ いじめの問題につい࡚、フラワー委員会や校内研修等࡛積極的に

取ࡾ上ࡆ、教職員間の共通理解を図ࠋࡿ 

○ 日頃ࡽ関係機関等との情報交換や連携に取ࡾ組むࠋ 

管 理 職 ○ 全校朝会等࡛校長ࡀ日常的にいじめの問題につい࡚触ࠕ、ࢀいじ

めࡣ人間と࡚ࡋ絶対に許さ࡞ࢀいࠖとの雰囲気を学校全体に醸成ࡍ

 ࠋࡿ

○ 学校の教育活動全体を通じた遈徳教育࣭人権教育࣭命の教育の

実、読書活動࣭体験活動等の推進等に積極的に取ࡾ組むࠋ 

○ 児童ࡀ自己有用感を高めࡿࢀࡽ場面や、困難࡞状況を乗ࡾ越えࡿ

よう࡞体験の機会等を積極的に設けࡿよう教職員に働きけࠋࡿ 

○ いじめの問題に児童自ࡀࡽ主体的に参加ࡿࡍ取組を推進ࠋࡿࡍ 



 

２ 早期発見のための措置 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

学級担任 ○ 日頃ࡽの児童の見守ࡾや信頼関係の構築等にດめ、児童ࡀ示ࡍ

小さ࡞変化や危険信号を見逃さ࡞いようアンテナを高く保つࠋ 

○ 休み時間࣭放課後の児童との雑談や日記等を活用ࡋ、交友関係や

ᝎみ等を把握ࠋࡿࡍ 

○ 個人面談や家庭訪問の機会を活用ࡋ、教育相談を行うࠋ 

養護教諭 ○ 保健室を利用ࡿࡍ児童との雑談の中等࡛、その様子に目を配ࡿと

ともに、いつもと何遊うと感じたときࡣ、その機会を捉え、ᝎみ

を聞くࠋ 

生徒指導 

主事 

組ࡾとアンケートࠖや教育相談の実施等に計画的に取ࡈやみ࡞ࠕ ○

むࠋ 

○ 保健室の利用や、相談窓口࣭電話相談窓口につい࡚児童に周知ࡍ

 ࠋࡿ

○ 休み時間や昼休みの校内巡視、放課後の校区内巡回等を行い、児

童ࡀ活動や生活ࡿࡍ場につい࡚異常の有無を確認ࠋࡿࡍ 

管 理 職 ○ 児童及びその保護者、教職員ࡀいじめに関ࡿࡍ相談を行うことࡀ

࡛きࡿ体制を整備ࠋࡿࡍ 

○ 学校に࠾けࡿ教育相談ࡀ、児童のᝎみを積極的に受けṆめࡿࢀࡽ

体制とࡾ࡞適ษに機能࡚ࡋいࡿ、定期的に点検ࠋࡿࡍ 

 

３ いじめに対ࡍる措置 

 (1) 情報を集める 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

学級担任 

養護教諭 

○ いじめと疑わࡿࢀ行為を発見ࡋた場合、その場࡛その行為をṆめ

直ちに現場に駆けࡀ複数の教職員、ࡣ㸦暴力を伴ういじめの場合ࠋࡿ

付けࠋࡿ㸧 

○ 児童や保護者ࠕࡽいじめ࡛࡞ࡣいࠖとの相談や訴えࡀあった

場合にࡣ、真摯に傾聴ࠋࡿࡍ 

○ 発見࣭通報をうけた場合ࡣ、速やに関係児童ࡽ聞き取ࡿ等ࡋ

࡚、いじめの正確࡞実態把握を行うࠋ 

○ いじめた児童ࡀ複数いࡿ場合ࡣ、同時刻につ個ูに聞き取ࡾを

行うࠋ 

フラワー 

委員会 

○ 教職員、児童、保護者、地域住民、その他ࡽいじめの情報を集

めࠋࡿ 

○ その際、得ࢀࡽた情報ࡣ生徒指導主事ࡀ、確実に記録に残ࠋࡍ 

○ 一つの事象にとࡽわࢀ過ࡎࡂ、いじめの全体像を把握ࠋࡿࡍ 

 



 

 

 

(2) 指導・支援体制を組ࡴ 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

フラワー 

委員会 

○ 正確࡞実態把握に基࡙き、指導࣭支援体制を組むࠋ㸦学級担任等、

養護教諭、生徒指導主事、管理職等࡛役割を分担ࠋࡿࡍ㸧 

 ࣭ いじめࢀࡽた児童や、いじめた児童への対応 

 ࣭ その保護者への対応 

 ࣭ 町教育委員会や関係機関等との連携の必要性の有無 等 

○ ささい࡞候࡛あっ࡚も、いじめの疑いࡀあࡿ行為にࡣ、早い段

階ࡽ的確に関わࡾをもつࠋ 

○ 児童の生命、身体又ࡣ財産に重大࡞被害ࡀ生じ࠾ࡿそࡀࢀあࡿと

きࡣ、直ちに警察署に通報ࡋ、適ษに援ຓを求めࠋࡿ 

○ 現状を常に把握ࡋ、㝶時、指導࣭支援体制に修正を加え、フラワ

ー委員会࡛よࡾ適ษに対応ࠋࡿࡍ 

 

(3)－ձ 児童への指導・支援を行う 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

いじめࡽ

た児童ࢀ

に対応ࡍ

 職員ࡿ

○ いじめࢀࡽた児童やいじめを知࡚ࡏࡽきた児童のᏳ全を確保ࡍ

ことを伝ࡍ通ࡾ守࡚ࡋ徹底、ࡋた児童に対ࢀࡽとともに、いじめࡿ

え、不Ᏻを除去ࠋࡿࡍ 

○ いじめࢀࡽた児童にとっ࡚信頼࡛きࡿ人㸦親ࡋい友達や教職員、

家族、地域の人等㸧と連携ࡋ、いじめࢀࡽた児童に寄ࡾ添い支えࡿ

体制をつくࠋࡿ 

○ いじめ࡚ࢀࡽいࡿ児童にࠕあ࡞たࡀᝏいの࡛࡞ࡣいࠖことをࡣっ

きࡾと伝えࡿ等、自尊感情を高めࡿよう留意ࠋࡿࡍ  

いじめた

児童に対

応ࡿࡍ職

員 

○ いじめた児童への指導に当たっ࡚ࡣ、いじめࡣ人格を傷付け、生

命、身体又ࡣ財産を脅ࡍ行為࡛あࡿことを理解さࡏ、自ࡽの行為

の責任を自覚さࠋࡿࡏ 

○ 必要に応じ࡚、いじめた児童をู室に࠾い࡚指導ࡋたࡾ、出席停

Ṇ制度を活用ࡋた࡚ࡋࡾ、いじめࢀࡽた児童ࡀ落ち着い࡚教育を受

けࡿ環境の確保を図ࠋࡿ 

○ いじめࡿ児童に指導を行っ࡚も十分࡞効果を上ࡿࡆことࡀ困難

࡛あࡿ場合ࡣ、警察署等とも連携࡚ࡋ対応ࠋࡿࡍ 

○ いじめた児童ࡀ抱えࡿ問題等、いじめの背景にも目を向けࠋࡿ 

○ 不満やストࣞス㸦交友関係や学習、進路、家庭のᝎみ等㸧ࡀあっ

࡚も、いじめに向うの࡛࡞ࡣく、運動や読書等࡛適ษに発散࡛き

 ࠋ力を育むࡿ



学級担任

等 

○ 学級全体࡛話ࡋ合う等࡚ࡋ、いじめࡣ絶対に許さ࡞ࢀい行為࡛あ

 ࠋࡿࡍようにࡿࡏࡽようという態度を行き渡ࡋ根絶、ࡾ

○ いじめを見࡚いた児童に対࡚ࡋも、自分の問題と࡚ࡋ捉えさࡿࡏ

とともに、いじめをṆめさࡿࡏこと࡛ࡣき࡞く࡚も、誰に知ࡏࡽ

 ࠋࡿ勇気をもつよう伝えࡿ

いࡣの行為ࡽࢀそ、ࡣ࡚ࡋいた児童に対࡚ࡋ等同調ࡿた࡚ࡋやࡣ ○

じめに加担ࡿࡍ行為࡛あࡿことを理解さࠋࡿࡏ 

フラワー

委員会 

○ 状況に応じ࡚、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、スクールサポーター等の協力を得ࡿ等、対応に困難ࡀあࡿ場

合のサポート体制を整え࡚࠾くࠋ 

○ いじめࡀ解決ࡋたと思わࡿࢀ場合࡛も、⥅⥆࡚ࡋ十分࡞注意を払

い、折に触ࢀ必要࡞支援を行うࠋ 

○ 指導記録等を確実に保存ࡋ、児童の進学࣭進級や転学に当たっ࡚、

適ษに引き⥅ࡂを行うࠋ 

 

(3)－ղ 保護者と連携ࡍる 

職 務 具 体 的 ࡞ 措 置 

学級担任

を含む複

数の教職

員 

○ 家庭訪問㸦加害、被害ともࠋまた、学級担任を中心に複数人数࡛

対応㸧等によࡾ、迅速に事実関係を伝えࡿとともに、今後の学校と

の連携方法につい࡚話ࡋ合うࠋ 

○ いじめࢀࡽた児童を徹底࡚ࡋ守ࡾ通ࡍことや秘密を守ࡿことを

伝え、࡛きࡿ限ࡾ保護者の不Ᏻを除去ࠋࡿࡍ 

○ 事実確認のための聴き取ࡾやアンケート等によࡾ、ุ明ࡋたいじ

め事案に関ࡿࡍ情報を適ษに提供ࠋࡿࡍ  

 



＜資料２＞     

高千穂町立押方小学校いじめ防止プロࢢラム 
 
月 

未 然 防 止 早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 保護者・地域 

との連携 
Ｐ㹂㹁Ａ 

学校行事等 児童主体の活動 道徳・特別活動 職員研修 アン࣮ࢣト・教育相談 フラワ࣮委員会 

㸲 
始業式 
入学式 

 学級目標決定 
ʤ特活ʥ 

 

学校基本方針確
認ͳ共有 

 
 
 
 
 
ʰ͵やみ͟ͳΠンίーφʱ
実施ʤ毎月ʥ 
 

↓ 
 
Πンίーφ結果を受けͱ
教育相談ʤ毎月ʥ 
 
 
 
 
 
※児童・保護者Πンίーφ 

ʤ１１月ʥ 
※県Πンίーφ 

ʤ１１月ʥ 

今年度取組検討 ＰＴＡ総会 
面識会 
家庭訪問 

今年度計画・目標
作成 

５ 
集団宿泊学習
ʤ̓年ʥ 
春遠足 

新体力テηφʤ縦割
ΕʥͲ絆ͰくΕ 

情報モラルʤ道ʥ 
あい͠ ・ͯ言葉Ͱ͖
いʤ特活ʥ 

生徒指導機能を
生͖͢た学級Ͱく
Ε・授業改善研修 

 
 
 
 
ʰ͵やみ͟ͳΠンίー
φ 及ɦび教育相談Ͷ͕け
Ζいͣめ状況Ͷͯい
ͱ情報共有ͳ組織的
対応Ͷͯいͱ協議 

ʤ毎月ʥ 
 
 
 
取組状況確認・検討 

ʤ毎学期ʥ 
 
※緊急事案Ͷͯいͱͺ、
臨時委員会開催 

ＰＴＡ奉仕作業 教職員評価制度 
目標設定ϝーテΡン
ή 

６       

㸵 終業式 運動会ηローΪン
決定 

生命尊重ʤ道ʥ 人権教育研修 
道徳教育研修 

個人面談ͶよΖ相談 
学校運営協議会 

 

㸶 始業式   情報モラル研修 ＰＴＡ企画委員会  

㸷  運動会結団式や練
習Ͳ絆ͰくΕ 

いͣめʤ道ʥʤ特活ʥ  ＰＴＡ奉仕作業 教職員評価制度 
中間ϝーテΡンή 

１㸮 
秋季大運動会 
修学旅行 

ʤ̔年ʥ 
秋遠足 

運動会Ͳ絆Ͱく
Ε 

情報モラルʤ道ʥ 
性Ͷ関ͤΖ指導 

ʤ特活ʥ 
 

   

１１ 音楽ϓェηテ
Ρバル 

   学校運営協議会  

１２ 

持久走大会 
終業式 

人権週間取組 
ʤ標語募集等ʥ 

いͣめ・人権 
ʤ道ʥʤ特活ʥ 

 道徳・人権学習参観
ʤ参観日ʥ 

個人面談ͶよΖ相談 
 

児童・保護者Πンί
ーφ分析 
教職員評価制度ϓΡ
ーχバッέ 

１ 
始業式 給食感謝集会 親切・思いやΕʤ道ʥ  ＰＴＡ企画委員会 

民生委員児童委員ͳ
連絡会 

 

２ ηΫー教室 
学習発表会 

 生命尊重ʤ道ʥ 
性Ͷ関ͤΖ指導 

ʤ特活ʥ 

 学校運営協議会 今年度反省・評価 

３ 
͕別Η遠足 
卒業式 
修了式 

あΕ͗ͳう集会 
͕別Η集会 

 今年度反省ͳ次
年度取組検討 

今年度取組反省 
次年度取組検討 

 次年度計画・目標
検討 

 
 
 
 

その他 

全校朝会 
ʤ毎月ʥ 

誕生日給食会 
表現集会 

縦割Ε清掃活動 
朝ϚランテΡΠ
活動 
委員会活動 
έラϔ活動 
代表委員会 
体力ͯくΕ運動Ͷ
よΖ絆ͰくΕ 
あいͯ͠運動 

 主題研究 
ʤ授業改善ʥ 

  学校参観日 
学校便Ε・学級通信 
・学校ϙーϞϘーζ
等ͶよΖいͣめ防止
活動周知・報告 
ＰＴＡあいͯ͠運動 
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＜資料３＞ 生徒指導の機能を生かした授業づくり

Ａ・・・自己決定の場 Ｂ・・・自己存在感 Ｃ・・・共感的人間理解

段階 教師の活動と留意点 Ａ Ｂ Ｃ

○ 問題及び提示の仕方を工夫し、自力解決への興味･関心を高

導 める。

入 ■ 一人一人に解決の見通し（方法、大まかなゴール）をもたせ ○

る。

○ 一人一人の解決状況に合わせて適宜支援し、自分なりの考え ○

をもたせる。

○ 小集団（隣席、解決順）での話合いの時間を設定し、相互に

意見を交流させる。

自 ○ 意図的指名により発表させることで、考え方のよさを全体に ○

力 広げていく。

解

決 ○ 友だちの発表をしっかり聞く中で、考え方のよいところを見 ○

・ 付けさせるようにする。

共

同 ○ 相互に教え合う場を設ける。 ○

解

決

○ 本時のまとめを児童自身の言葉でまとめさせたり、児童の考 ○ ○

えを活用してまとめたりする。

○ 学んだことを、生活や学習の場で生かすように働きかける。 ○

終 また、その具体的な姿を見付け、称賛する。

末 ○ 成就感･満足感を味わわせる。 ○
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＜資料４＞ 生徒指導の機能を生かした学級づくり

段階 教師の活動と留意点 配慮を要する児童

始 ○ 笑顔であいさつをし、児童一人一人に温かい目を ・あいさつをしない。

業 向ける。また、言葉をかける。 ・服装が乱れている。

前 ○ 宿題等の提出状況を確認する。「忘れ物指導」は ・受け答えに覇気がない。

・ 特別な理由がない限り後で行う。（別室で） ・忘れ物を繰り返す。

朝 ○ 出席をとる。（名前を呼ぶことで、一人一人の存 ・登校が遅い。

の 在感を大切にする。） ・表情が暗い。

会

○ 一人一人に考えをもたせ、発表の場を確保する。 ・集中力がない。

授 その際、考え方のよさを互いに認め合う場を確保す ・つまずいている。

業 る。 ・机をつけたがらない。

中 ○ 誤答を大切にし、適切に支援する。 ・言動が激しい。

○ つまずいている児童に適宜支援する。

休 ○ 児童相互の人間関係に留意する。 ・一人でいることが多い。

み ○ 孤立しがち、目立たない児童に努めて声をかける。・屋外に出たがらない。

時 ○ 保健室との連携を密にとる。 ・群れたがる。

間 （頻繁に行く児童への配慮） ・ひそひそ話をする。

給 ○ 楽しい会食の雰囲気をつくるよう心がける。 ・偏食、遅食が目立つ。

食

時

間

清 ○ 児童と一緒に清掃する。 ・私語が多く、手が止ま

掃 ○ 担当場所だけではなく、学級児童の清掃状況を確 っている

時 認する。 ・他に仕事を押し付け

間 ○ 活動の成果を認める。特に、班長のリーダーシッ る。

プを伸ばすよう心がける。

帰 ○ 自分や友だちのよさを見付ける場を設ける。

り ○ 自分の成長を見付ける場を設ける。

の

会

放 ○ 多目的ホール等で学習している児童に声をかけ ・目的もなくぶらぶらして

課 る。（少年団等の活動の様子、宿題内容の理解度） いる。

後 ○ 児童クラブに足を運び、児童の様子を観察する。 ・指導員に高圧的な態度を

また、指導員と情報交換を心がける。 とっている。



＜資料５＞ 

いじめらࢀた児童・いじめた児童に見らࢀるサイン 
 

１ いじめらࢀた児童のサイン 

 いじめࢀࡽた児童ࡣ、自分ࡽ言い出࡞ࡏいことࡀ多いࠋ複数の教職員ࡀ、複数の

場面࡛児童を観察ࡋ、小さ࡞サインを見逃さ࡞いことを大ษにࠋࡿࡍ 

場 面 サ  イ  ン チェック 

Ⓩ 校 時 

朝の時間 

○ 早朝ࡽ体調不良を訴え、Ⓩ校を渋ࠋࡿ  

○ 発熱や嘔吐等、体調不良ࡀ顕在化ࠋࡿࡍ  

○ 保護者送迎の機会ࡀ増えࠋࡿ  

○ 遅刻࣭欠席ࡀ増えࠋࡿその理由を明確に言わ࡞いࠋ  

○ 教職員と視線ࡀ合わࡎ、うつむい࡚いࠋࡿ  

○ 一人࡛Ⓩ校ࡿࡍことࡀ多くࠋࡿ࡞  

○ 友達との会話࡞ࡀく、うつむい࡚Ⓩ校ࠋࡿࡍ  

○ 服装の乱ࢀや汚ࡀࢀ目立つようにࠋࡿ࡞  

○ 提出物を忘ࢀたࡾ、提出期限ࡀ守࡞ࢀく࡞ったࠋࡿࡍࡾ  

○ 担任や教職員ࡀ教室に入室後、遅࡚ࢀ入室࡚ࡋくࠋࡿ  

授 業 中 ○ 保健室やトイࣞに行きたࠋࡿࡀ  

○ 学用品の忘ࢀ物ࡀ目立つࠋ  

○ 学用品や教科書、ノートに汚ࢀや破損ࡀあࠋࡿ  

○ 学用品࡞ࡀくࠋࡿ࡞  

○ 机の周ࡾや中、ロッカー等ࡀ散乱࡚ࡋいࠋࡿ  

○ 教職員や児童の発言等に対࡚ࡋ、突然個人名ࡀ出さࠋࡿࢀ  

休み時間 

給食時間 

清掃時間 

○ 教室に入ࡾた࡞ࡽࡀいࠋ  

○ ふࡊけ合っ࡚いࡀࡿ、表情ࡀ冴え࡞いࠋ  

○ 用の࡞い場所にいࡿことࡀ多いࠋ  

○ 一人࡛過ࡋࡈたࡾ、清掃ࡋた࡚ࡋࡾいࠋࡿ  

○ 給食にいたࡽࡎをさࠋࡿࢀ量ࡀ極端に遊うࠋ  

○ 衣服の汚ࢀ等ࡀあࠋࡿ  

放課後等 ○ 慌࡚࡚下校ࠋࡿࡍ  

○ 用も࡞いのに学校に残っ࡚いࠋࡿ  

○ 持ち物࡞ࡀく࡞ったࡾ、遊う置き場ࡽ見付ったࠋࡿࡍࡾ  

○ 机等に落書きࡀあࠋࡿ  

 

２ いじめた児童のサイン 

  いじめた児童ࡀいࡿことに気付いたࡽ、積極的に児童の中に入ࡾ、コミュニケーシ

ョンを増やࡋ、状況を把握ࠋࡿࡍ 

サ  イ  ン チェック 

○ 教室等࡛特定の仲間同士࡛集まࡾ、ひそひそ話を࡚ࡋいࠋࡿ  

○ あࡿ児童にࡔけ、周囲ࡀ異常に気を遣っ࡚いࠋࡿ  

○ 教職員ࡀ近付くと、不自然に分散ࡋたࠋࡿࡍࡾ  

○ 自己中心的࡞行動ࡀ目立ち、集団の中心的࡞存在の児童ࡀいࠋࡿ  

  



＜資料６＞ 

教室や家庭࡛のいじめのサイン 
 

１ 教室࡛のサイン 

  教室内がいじめの場所と࡞ることが多いࠋ教職員が教室にいる時間を増やࡋたࡾ、

休み時間に廊下を通る際に注意を払ったࡍࡾる࡞、サインを見逃さ࡞いࡼうにࡍるࠋ 

サ  イ  ン チェック 

○ 嫌࡞あࡔ名ࡀ聞こえࠋࡿ  

○ 席替えやࢢループ編成࡛、特定の児童を嫌ࡿࡀ言動ࡀみࠋࡿࢀࡽ  

○ 何起こࡿと特定の児童の名前ࡀ出ࠋࡿ  

○ 筆記用具等の貸ࡋ借ࡀࡾ多いࠋ  

○ 机や椅子、ロッカー等ࡀ乱雑に࡞っ࡚いࠋࡿ  

○ 壁等へのいたࡽࡎや落書き、器物破損ࡀ頻繁に起こࠋࡿ  

 

 

 

２ 家庭࡛のサイン 

家庭࡛ࡶ多くのサインを出࡚ࡋいるࠋ児童の動向を振ࡾ返ࡾ、確認ࡍること࡛サイ

ンを発見ࡋやࡍいࠋ以下のサインが見らࢀたら、学校との連携が図ࢀるࡼう保護者に

伝え࡚おくことが大切࡛あるࠋ 

サ  イ  ン チェック 

○ 学校や友達のことを話さ࡞くࠋࡿ࡞  

○ 友達や担任、学級の不平࣭不満を口にࡿࡍことࡀ多くࠋࡿ࡞  

○ 朝、起き࡚こ࡞ったࡾ、学校に行きたく࡞いと言ったࠋࡿࡍࡾ  

○ 友ࡔちࡽの電話に出た࡞ࡽࡀったࡾ、友達ࡽの誘いを断ったࠋࡿࡍࡾ  

○ 不審࡞電話やメールࡀあࠋࡿ  

○ 受信ࡋたメールをこそこそ見たࡾ、電話に࠾びえたࠋࡿࡍࡾ  

○ 遊ぶ友達ࡀ急に変わࠋࡿ  

○ 部屋に閉じこもったࡾ、家ࡽ出࡞ったࠋࡿࡍࡾ  

○ 理由のࡣっき࡞ࡋࡾい衣服の汚ࡀࢀあࠋࡿ  

○ 理由のࡣっき࡞ࡋࡾい打撲や擦ࡾ傷ࡀあࠋࡿ  

○ 朝、体調不良を訴えたࡾ、発熱や嘔吐ࡀあったࠋࡿࡍࡾ  

○ Ⓩ校時刻にࡿ࡞と体調不良を訴えࠋࡿ  

○ 食欲不振や不眠を訴えࠋࡿ  

○ 家庭࡛の学習時間ࡀ減ࠋࡿ  

○ 成績ࡀ下ࠋࡿࡀ  

○ 持ち物࡞ࡀく࡞ったࡾ、壊さࢀたࡾ、汚さࢀたࡾ、落書きさࢀたࠋࡿࡍࡾ  

○ 家庭の品物や金銭࡞ࡀくࠋࡿ࡞  

○ 大き࡞額の金銭を欲ࠋࡿࡀࡋ  

  



＜資料７＞

【なやみごとアンケート】

（ ）年 名前（ ）

☆ これは、みなさんが、こまっていたり、なやんでいたりしていないか、聞いて相 談

き そうだん

にのるためのアンケートです。

安 心して、 正 直に書いてください。

あんしん しようじき か

しつもんないよう 思 う 少 し あまり思 思わな

おも すこ

思う わない い

１ 学校は、楽しいですか。

たの

２ 自分のことが、好きですか。

じぶん す

３ 自分を大 切に思ってくれる人がいますか。

たいせつ おも

４ 家族といっしょにいるのは楽しいですか。

かぞく

しつもんないよう ある ない

５ 相 手がいやがっているのに、いやなことをい

あいて

ったり、したことがありますか。

６ 相手がいやがっているのに、いやなことをいわ

れたり、されたことがありますか。

７ なかまはずれにしたことがありますか。

８ なかまはずれにされたことがありますか。

自分のことや友だちのことで、こまっていることがあれば書いてください。

とも か

９



 

＜資料⑧―１＞ 



 

＜資料⑧―２＞ 
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＜資料９＞

教育相談チェックリスト

項 目 チェック

１ 視線を合わせることができない。（うつむいている、きょ

ろきょろしている）

２ 落ち着きがない。（体を揺らす、爪をかむ、身体を触る）

３ 表情が暗い。逆に不自然に明るい。

４ 言葉が重い。逆に能弁である。

５ 言葉の中につじつまが合わない箇所が頻繁に出てくる。

６

７

８

自由記述欄



＜資料１㸮＞ 

いじめに対ࡍる措置 

㸦緊急時の組織的対応ࠕアクションプランࠖ㸧 
 

いじめの発見･発覚  いじめのサイン 

 

 

   発見者㸦児童を含む㸧   通報者           発見者㸦児童を含む㸧 

 

 

 

被害児童 

の保護 

 
学校及び相談窓口 

ࠝ管理職࣭教務主任࣭生徒指導主事࣭養護教諭࣭PTA副会長等ࠞ 

   

 

  

 

 

 

フラワ࣮委員会 
ࠝ構成員ࠞ 校長・教頭・生徒指導主事・学級担任 

 養護教諭・特別支援教育支援員 
    

○ 事実関係の調査࣭全容確認 

࠙役割分担ࠚ 

࣭被害児童への聴き取ࡾ㸦事実確認㸧 

ࠝ担任、生徒指導主事、養護教諭  ࠞ

࣭加害児童への聴き取ࡾ㸦事実確認㸧 

ࠝ担任、生徒指導主事、養護教諭  ࠞ

࣭他児童へのアンケート調査ࠝ担任ࠞ 

  ○ 調査結果の報告࣭共通理解  

  ○ 解決に向けた指導࣭支援方針の決定 

  ○ 被害児童のケア࣭支援、加害児童への 

指導、及び経過観察 

 

 

 

 

被害児童の 

保護者への 

連絡 

࠙家庭訪問ࠚ 

ࠝ管理職 

࣭担任ࠞ 

町教育委員会

への報告 

ࠝ校長ࠞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

☆ 

全

校

集

会

࡛

の

指

導

䥹

状

況

に

よ

っ

࡚

ࡣ

学

級

࡛

の

指

導

䥺 

 
 

○ 

事

案

の

経

過

報

告 

 
 

○ 

今

後

の

生

活

に

つ

い

࡚ 

☆ 

被

害

者

及

び

加

害

者

児

童

宅

へ

の

家

庭

訪

問 

䣚

管

理

職

࣭

担

任

䣛 

 
 

○ 

こ

ࢀ

ま

࡛

の

取

組

の

経

過

報

告 

 
 

○ 

今

後

の

学

校

の

対

応

に

つ

い

࡚

説

明 

☆ 

Ｐ

Ｔ

Ａ

及

び

地

域

と

の

連

携 

 
 

○ 

学

校

運

営

協

議

会

䥹

三

役

、

公

民

館

長

他

䥺

࡛

の

報

告 

 
 

○ 

緊

急

保

護

者

会

࡛

の

報

告

䥹

必

要

に

応

じ

࡚

䥺 

 
 

○ 

学

校

ࡔ

よ

ࡾ

に

よ

ࡿ

情

報

提

供 

☆ 

町

教

育

委

員

会

と

の

連

携  
 
 

○ 

経

過

報

告

࣭

情

報

提

供 

○ 

対

応

に

つ

い

࡚

の

支

援 
 

 

○ 

専

門

機

関

派

遣

要

請 
 

☆ 

警

察

と

の

連

携

䥹

必

要

に

応

じ

࡚

䥺 

 
 

○ 

犯

罪

行

為

の

通

報 

 
 

○ 

対

応

に

つ

い

࡚

の

協

力

依

頼 

☆ 

࣐

ス

コ

ミ

へ

の

対

応

䣏

一

元

化

䣐

䣚

管

理

職

䣛 

 

      

☆ 

関

係

機

関

䥹

福

祉

࣭

医

療

䥺

と

の

連

携

䥹

必

要

に

応

じ

࡚

䥺 

 
 

○ 

支

援

に

つ

い

࡚

の

協

力

依

頼 
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＜資料１１＞ いじめ対応メモ

発生日時 平成 年 月 日 曜 通 報 者

※ 本資料は、分担した各自が聞き取り等をしたものを最終的に集約したも

発 覚 のである。

の 状 況 ※ 聞き取り等を行う場合は、「いつ、誰が、誰に、何をした（された）」を

基本とし、その結果は時系列に別紙にまとめておく。

被害児童

（ ）年

（ ）年

（ ）年

加害児童 （ ）年

（ ）年

被害者への聞き取り 加害者への聞き取り

い

じ

め

の

実

態 第三者への聞き取り、アンケート調査結果

いじめの実態分析と今後の対応策

保護者（被害者･加害者）、ＰＴＡ、地域等との連携



＜資料１２＞ 

いじめらࢀた児童、いじめた児童、そࢀらの保護者及び他の児童等への支援 

 

１ いじめらࢀた児童とその保護者への支援 → 即、家庭訪問をࡍるࠋ 

  

 ࠝ児童に対࡚ࠞࡋ 

     苦痛を共感的に理解ࡋ、心配や不Ᏻを取ࡾ除くと共に、全力࡛守ࡾ抜くというࠝいじめࢀࡽた

児童の立場࡛ࠞ⥅⥆的に支援࡚ࡋいくࠋ 

     ○ Ᏻ全･Ᏻ心の確保 

     ○ 心のケア 

     ○ 今後の対応･対策につい࡚共に話ࡋ合うࠋ㸦本人の意向を尊重ࡿࡍ姿勢、ࡏさ࡞い㸧 

     ○ 活動の場等を設定ࡋ、認め励まࠋࡍ 

     ○ 温い人間関係をつくࠋࡿ 

  

 ࠝ保護者に対࡚ࠞࡋ 

     組織と࡚ࡋ対応ࡋ、学校ࡣ全力を尽くࡍという決意を伝え、少࡛ࡋもᏳ心感をえࡿࢀࡽよう

にࠋࡿࡍ  

     ○ 傾聴の姿勢࡛じっくࡾ話を聞くࠋ偏重的࡞論の可能性ࡀあࡀࡿ否定や言い訳ࡎࡏࡣ、最大

限の理解を示ࠋࡍ 

     ○ 親子のコミュニケーションを大ษに࡞ࡿࡍの協力を求めࠋࡿ 

 

２ いじめた児童への指導及びその保護者への支援 

 

ࠝいじめた児童に対࡚ࠞࡋ 

      いじめࡣ絶対に許さ࡞ࢀいという毅然とࡋた態度を基本とࡽࡀ࡞ࡋも、対象児童の内面や行為

の背景を理解ࡋ、他人の痛みを理解࡛きࡿようにࡿࡍ指導を根気強く行うࠋ 

     ○ いじめの事実の確認 

     ○ いじめの背景や要因の理解 

     ○ いじめࢀࡽた児童の肉体的･精神的苦痛の理解 

     ○ 今後の生き方を考えさࠋࡿࡏ 

     ○ 懲戒の必要性の検討 

   

ࠝ保護者に対࡚ࠞࡋ 

      事実関係を正確につࡔࢇ段階࡛面談ࡋ、丁寧に説明を行うࠕࠋいじめを࡚ࡋよい理由࡞ࡣいࠖࠋ

という毅然とࡋた姿勢も必要࡛あࠋࡿ 

     ○ 保護者の心情への配慮 

     ○ 対象児童の成長につࡿࡀ࡞よう࡞指導･支援を⥅⥆的に࡚ࡋいくという学校の基本的࡞姿

勢を理解࡚ࡋもࡽうと共に、学校と家庭の連携ࡀ最重要࡛あࡿことを伝えࠋࡿ㸦連絡を密に

 㸧ࠋࡿࡍ

   

３ 保護者同士が対立ࡍる場合等への支援 

    ＰＴＡ役員や地区民生委員児童委員、公民館長等と連携ࡋ、両者間の関係調整を行うࠋその際、

中立･公平性を重視ࠋࡿࡍ 

   ○ 管理職ࡀ前面に出ࠋࡿ 

    ○ 双方そࢀࡒࢀに寄ࡾ添い、相手や学校への不信等の思いを丁寧に聞き取ࠋࡿ和解を性急に求

め࡞いࠋ 

    ○ 町教育委員会と連盟を密にࠋࡿࡍ 

 

㸲 いじめが起ࡁた集団への指導・働ࡁけ 

    いじめࢀࡽた児童及びいじめた児童ࡔけ࡛࡞く、࠾もࡀࢁࡋっ࡚見࡚いたࡾ、見࡚見ࡠふࡾをࡋ

たࡾ、Ṇめようと࡞ࡋったࡿࡍࡾ傍観者や集団に対࡚ࡋも、自分たち࡛いじめ問題を解決࡚ࡋい

く力を育成࡚ࡋいくࠋ 

  児童の育成ࡿと勇気をもっ࡚言えࠖࡔダメࡣいじめࠕ ○   

    ○ 自分の問題と࡚ࡋ捉えࡿ児童 

    ○ 望まࡋい人間関係࡙くࡾ 

    ○ 自己有用感ࡀ味わえࡿ集団࡙くࡾ 



＜資料１３＞    

 

          

いじめ防止に係る年間行動計画 

᭶ PDCA 実 施 事 項 

㸲 Ｐ㸯 

 

○ 本年度の方針及び重点指導事項等の確認 

 ࣭ 校長の学校経営方針、職員会㸦前年度の評価結果㸧 

○ 各学年の重点課題及び指導事項の明確化㸦学級経営案に記載㸧 

○ 各学年年間指導計画の確認㸦実施ࡽࡀ࡞ࡋ見直࡚ࡋいく㸧 

○ 保護者への説明㸦ＰＴＡ総会㸧 

○ 学校ࡔよࡾの発行 

㸳 

 

㸴 

㹂㸯 

 

○ 教育相談及びフラワー委員会の定期的実施㸦᭶㸯回を原則と࡚ࡋ㸧  

○ 学校評価の観点に挿入 

○ 地域住民への説明㸦学校運営協議会㸧 

○ 年間指導計画に基࡙き、意図的･⥅⥆的に実施࡚ࡋいくࠋ 

○ 生徒指導研修の計画的実施㸦教職員の資質向上に係ࡿ㸧 

○ 全校懇談の実施㸦保護者への啓発㸧 

○ スローガンの作成࣭掲示㸦代表委員会㸧 

㸵 

㸶 

㹁㸯 

Ａ㸯 

Ｐ㸰 

○ 意識調査の実施㸦㸯回目㸧㸦いじめの有無、困っ࡚いࡿこと等㸧 

○ 㸯学期の実施事項等に係ࡿ評価㸦学級経営案に記載㸧 

○ 㸰学期以降の指導内容の明確化 

９ 

10 

11 

12 

㹂㸰 ○ 修正さࢀた計画に基࡙い࡚実践、記録の収集 

○ 職員研修の実施 

○ ＰＴＡ研修㸦家庭教育学級、学校保健委員会、学級懇談㸧 

○ 学校評価 

○ 㸰学期の実施事項に係ࡿ評価㸦学級経営案に記載㸧 

㸯 

 

 

 

㸰 

 

㸱 

㹁㸰 

 

 

 

Ａ㸯 

 

○ 意識調査の実施㸦㸰回目㸧 

○ 問題点の洗い出ࡋ、課題の集約 

○ 児童への質問⣬調査      

○ 教師への調査 

 ■ 課題の集約 

■ 次年度の重点指導事項 

○ 学校評価結果の公表㸦学校運営協議会㸧 

○ 年間指導計画の見直ࡋ 

○ 次年度の方針及び重点指導事項等の検討  

○ 引き⥅ࡂ資料の作成 

○ 学校࣍ーム࣌ーࢪへの公表 

 


	押方小いじめ防止基本方針
	資料中紙タイトル
	資料１　いじめ防止等のための職務別ポイント
	資料２　学校いじめ防止プログラム
	資料３　生徒指導の機能を生かした授業づくり
	資料４　生徒指導の機能を生かした学級づくり
	資料５　いじめた・いじめられた児童サイン
	資料６　教室・家庭でのサイン
	資料７　なやみごとアンケート
	資料８－①　県アンケート＜１・２年用＞
	資料８－②　県アンケート＜３～６年用＞
	資料９　教育相談チェックリスト
	資料１０ 　アクションプラン
	資料１１　いじめ対応メモ
	資料１２　児童・保護者等への支援・指導
	資料１３　年間行動計画

